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○

銀
行
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
五
号
ホ
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
営
の
健
全
性
の
状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
流
動
性
に

係
る
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
に
係
る
事
項
（
平
成
二
十
七
年
金
融
庁
告
示
第
七
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線

で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、

そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い

な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

銀
行
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
五
号
ホ
等
の
規
定
に
基
づ
き

銀
行
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
五
号
ホ
等
の
規
定
に
基
づ
き

、
経
営
の
健
全
性
の
状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
の

、
経
営
の
健
全
性
の
状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
の

う
ち
、
流
動
性
に
係
る
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
に
係
る
事
項

う
ち
、
流
動
性
に
係
る
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
に
係
る
事
項

目
次第

一
章

定
義
（
第
一
条
）

第
二
章

銀
行
に
お
け
る
開
示
（
第
二
条－

第
六
条
）

第
三
章

銀
行
持
株
会
社
に
お
け
る
開
示
（
第
七
条－

第
九
条
）

附
則

第
一
章

定
義

［
章
名
を
付
す
る
。
］

（
定
義
）

（
定
義
）
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第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

第
一
条

［
同
上
］

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

算
入
可
能
適
格
流
動
資
産
の
合
計
額

銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に

一

算
入
可
能
適
格
流
動
資
産
の
合
計
額

銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に

基
づ
き
、
銀
行
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
定

基
づ
き
、
銀
行
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
定

め
る
流
動
性
に
係
る
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
二
十
六
年
金

め
る
流
動
性
に
係
る
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
二
十
六
年
金

融
庁
告
示
第
六
十
号
。
以
下
「
流
動
性
比
率
告
示
」
と
い
う
。
）
第
八
条
に

融
庁
告
示
第
六
十
号
。
以
下
「
銀
行
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
告
示
」
と
い

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
算
入
可
能
適
格

う
。
）
第
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す

流
動
資
産
の
合
計
額
若
し
く
は
同
項
に
規
定
す
る
算
入
可
能
適
格
流
動
資
産

る
算
入
可
能
適
格
流
動
資
産
の
合
計
額
若
し
く
は
同
項
に
規
定
す
る
算
入
可

の
合
計
額
又
は
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
持

能
適
格
流
動
資
産
の
合
計
額
又
は
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
の
規
定
に

株
会
社
が
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す

基
づ
き
、
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
経
営
の

る
た
め
の
基
準
と
し
て
定
め
る
流
動
性
に
係
る
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の

健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
定
め
る
流
動
性
に
係
る
健
全
性
を

基
準
で
あ
っ
て
、
銀
行
の
経
営
の
健
全
性
の
判
断
の
た
め
に
参
考
と
な
る
べ

判
断
す
る
た
め
の
基
準
で
あ
っ
て
、
銀
行
の
経
営
の
健
全
性
の
判
断
の
た
め

き
も
の
（
平
成
二
十
六
年
金
融
庁
告
示
第
六
十
二
号
。
以
下
「
持
株
流
動
性

に
参
考
と
な
る
べ
き
も
の
（
平
成
二
十
六
年
金
融
庁
告
示
第
六
十
二
号
）
第

比
率
告
示
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
算
入
可
能
適
格
流
動

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
算
入
可
能
適
格
流
動
資
産
の
合
計
額
を
い
う
。

資
産
の
合
計
額
を
い
う
。

二

［
略
］

二

［
同
上
］

第
二
章

銀
行
に
お
け
る
開
示

［
章
名
を
付
す
る
。
］

（
単
体
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
及
び
単
体
安
定
調
達
比
率
を
算
出
す
る
銀
行

（
単
体
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
を
算
出
す
る
銀
行
に
お
け
る
事
業
年
度
の
開

に
お
け
る
事
業
年
度
の
開
示
事
項
）

示
事
項
）

第
二
条

銀
行
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
二
第
一

第
二
条

銀
行
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
二
第
一

項
第
五
号
ホ
に
規
定
す
る
経
営
の
健
全
性
の
状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別

項
第
五
号
ホ
に
規
定
す
る
経
営
の
健
全
性
の
状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
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に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
銀
行
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基

に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
銀
行
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基

準
と
し
て
定
め
る
流
動
性
に
係
る
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
に
係
る
事

準
と
し
て
定
め
る
流
動
性
に
係
る
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
に
係
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

項
は
、
単
体
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
に
関
す
る
定
性
的
開
示
事
項
及
び
単
体

流
動
性
リ
ス
ク
管
理
に
係
る
開
示
事
項
と
す
る
。

一

単
体
流
動
性
リ
ス
ク
管
理
に
係
る
開
示
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

二

単
体
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
（
流
動
性
比
率
告
示
第
八
条
に
規
定
す
る

［
号
を
加
え
る
。
］

単
体
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
定
性
的

開
示
事
項

三

単
体
安
定
調
達
比
率
（
流
動
性
比
率
告
示
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す

［
号
を
加
え
る
。
］

る
単
体
安
定
調
達
比
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
定
性
的
開
示
事

項

［
項
を
削
る
。
］

２

前
項
の
「
単
体
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
に
関
す
る
定
性
的
開
示
事
項
」
と

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
は
、
単
体
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
（
銀
行
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ

比
率
告
示
第
八
条
に
規
定
す
る
単
体
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
状
況
に
照
ら
し
、
重
要
性
が
乏
し
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

時
系
列
に
お
け
る
単
体
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
の
変
動
に
関
す
る
事
項

二

単
体
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
の
水
準
の
評
価
に
関
す
る
事
項

三

算
入
可
能
適
格
流
動
資
産
の
合
計
額
の
内
容
に
関
す
る
事
項

四

そ
の
他
単
体
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
に
関
す
る
事
項

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、
第

３

第
一
項
の
「
単
体
流
動
性
リ
ス
ク
管
理
に
係
る
開
示
事
項
」
と
は
、
次
に
掲

二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
銀
行
の
流
動
性
に
係
る
リ
ス

げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
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ク
管
理
の
状
況
に
照
ら
し
、
重
要
性
が
乏
し
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ

は
、
銀
行
の
流
動
性
に
係
る
リ
ス
ク
管
理
の
状
況
に
照
ら
し
、
重
要
性
が
乏
し

の
限
り
で
な
い
。

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

３

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、

［
項
を
加
え
る
。
］

第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
単
体
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ

比
率
の
状
況
に
照
ら
し
、
重
要
性
が
乏
し
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

一

時
系
列
に
お
け
る
単
体
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
の
変
動
に
関
す
る
事
項

二

単
体
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
の
水
準
の
評
価
に
関
す
る
事
項

三

算
入
可
能
適
格
流
動
資
産
の
合
計
額
の
内
容
に
関
す
る
事
項

四

そ
の
他
単
体
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
に
関
す
る
事
項

４

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、

［
項
を
加
え
る
。
］

第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
単
体
安
定
調
達
比
率
の
状
況
に
照
ら
し

、
重
要
性
が
乏
し
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

時
系
列
に
お
け
る
単
体
安
定
調
達
比
率
の
変
動
に
関
す
る
事
項

二

流
動
性
比
率
告
示
第
百
一
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、

そ
の
旨

三

そ
の
他
単
体
安
定
調
達
比
率
に
関
す
る
事
項

（
単
体
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
及
び
単
体
安
定
調
達
比
率
を
算
出
す
る
銀
行

（
単
体
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
を
算
出
す
る
銀
行
に
お
け
る
中
間
事
業
年
度

に
お
け
る
中
間
事
業
年
度
の
開
示
事
項
）

の
開
示
事
項
）

第
三
条

規
則
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
五
号
ホ
に
規
定
す
る
経
営
の
健
全
性
の

第
三
条

規
則
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
五
号
ホ
に
規
定
す
る
経
営
の
健
全
性
の

状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
銀
行
が
そ
の
経
営

状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
銀
行
が
そ
の
経
営
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の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
定
め
る
流
動
性
に
係
る
健
全
性
を

の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
定
め
る
流
動
性
に
係
る
健
全
性
を

判
断
す
る
た
め
の
基
準
に
係
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

判
断
す
る
た
め
の
基
準
に
係
る
事
項
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
単
体
流
動

性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
に
関
す
る
定
性
的
開
示
事
項
と
す
る
。

一

単
体
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
に
関
す
る
定
性
的
開
示
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

二

単
体
安
定
調
達
比
率
に
関
す
る
定
性
的
開
示
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

２

前
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
同
条
第
四

［
項
を
加
え
る
。
］

項
の
規
定
は
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
及
び
連
結
安
定
調
達
比
率
を
算
出
す
る
銀
行

（
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
を
算
出
す
る
銀
行
に
お
け
る
連
結
会
計
年
度

に
お
け
る
連
結
会
計
年
度
の
開
示
事
項
）

の
開
示
事
項
）

第
四
条

規
則
第
十
九
条
の
三
第
三
号
ニ
に
規
定
す
る
経
営
の
健
全
性
の
状
況
に

第
四
条

規
則
第
十
九
条
の
三
第
三
号
ニ
に
規
定
す
る
経
営
の
健
全
性
の
状
況
に

つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等

つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等

が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
定
め
る
流
動
性
に
係

が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
定
め
る
流
動
性
に
係

る
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
に
係
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
に
係
る
事
項
は
、
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ

る
。

ジ
比
率
に
関
す
る
定
性
的
開
示
事
項
及
び
連
結
流
動
性
リ
ス
ク
管
理
に
係
る
開

示
事
項
と
す
る
。

一

連
結
流
動
性
リ
ス
ク
管
理
に
係
る
開
示
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

二

連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
（
流
動
性
比
率
告
示
第
二
条
に
規
定
す
る

［
号
を
加
え
る
。
］

連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
を
い
う
。
第
三
項
、
次
条
第
一
項
及
び
第
六

条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
定
性
的
開
示
事
項

三

連
結
安
定
調
達
比
率
（
流
動
性
比
率
告
示
第
七
十
四
条
に
規
定
す
る
連
結

［
号
を
加
え
る
。
］

安
定
調
達
比
率
を
い
う
。
第
四
項
、
次
条
第
一
項
及
び
第
六
条
第
一
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
定
性
的
開
示
事
項
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［
項
を
削
る
。
］

２

前
項
の
「
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
に
関
す
る
定
性
的
開
示
事
項
」
と

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
は
、
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
（
銀
行
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ

比
率
告
示
第
二
条
に
規
定
す
る
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
状
況
に
照
ら
し
、
重
要
性
が
乏
し
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

時
系
列
に
お
け
る
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
の
変
動
に
関
す
る
事
項

二

連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
の
水
準
の
評
価
に
関
す
る
事
項

三

算
入
可
能
適
格
流
動
資
産
の
合
計
額
の
内
容
に
関
す
る
事
項

四

そ
の
他
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
に
関
す
る
事
項

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、
第

３

第
一
項
の
「
連
結
流
動
性
リ
ス
ク
管
理
に
係
る
開
示
事
項
」
と
は
、
次
に
掲

二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
銀
行
の
流
動
性
に
係
る
リ
ス

げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

ク
管
理
の
状
況
に
照
ら
し
、
重
要
性
が
乏
し
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ

は
、
銀
行
の
流
動
性
に
係
る
リ
ス
ク
管
理
の
状
況
に
照
ら
し
、
重
要
性
が
乏
し

の
限
り
で
な
い
。

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

３

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、

［
項
を
加
え
る
。
］

第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ

比
率
の
状
況
に
照
ら
し
、
重
要
性
が
乏
し
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

一

時
系
列
に
お
け
る
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
の
変
動
に
関
す
る
事
項

二

連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
の
水
準
の
評
価
に
関
す
る
事
項

三

算
入
可
能
適
格
流
動
資
産
の
合
計
額
の
内
容
に
関
す
る
事
項

四

そ
の
他
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
に
関
す
る
事
項



- 7 -

４

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、

［
項
を
加
え
る
。
］

第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
連
結
安
定
調
達
比
率
の
状
況
に
照
ら
し

、
重
要
性
が
乏
し
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

時
系
列
に
お
け
る
連
結
安
定
調
達
比
率
の
変
動
に
関
す
る
事
項

二

流
動
性
比
率
告
示
第
百
一
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、

そ
の
旨

三

そ
の
他
連
結
安
定
調
達
比
率
に
関
す
る
事
項

（
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
及
び
連
結
安
定
調
達
比
率
を
算
出
す
る
銀
行

（
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
を
算
出
す
る
銀
行
に
お
け
る
中
間
連
結
会
計

に
お
け
る
中
間
連
結
会
計
年
度
の
開
示
事
項
）

年
度
の
開
示
事
項
）

第
五
条

規
則
第
十
九
条
の
三
第
三
号
ニ
に
規
定
す
る
経
営
の
健
全
性
の
状
況
に

第
五
条

規
則
第
十
九
条
の
三
第
三
号
ニ
に
規
定
す
る
経
営
の
健
全
性
の
状
況
に

つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等

つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等

が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
定
め
る
流
動
性
に
係

が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
定
め
る
流
動
性
に
係

る
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
に
係
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
に
係
る
事
項
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す

る
。

る
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
に
関
す
る
定
性
的
開
示
事
項
と
す
る
。

一

連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
に
関
す
る
定
性
的
開
示
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

二

連
結
安
定
調
達
比
率
に
関
す
る
定
性
的
開
示
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

２

前
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
同
条
第
四

［
項
を
加
え
る
。
］

項
の
規
定
は
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
銀
行
に
お
け
る
四
半
期
の
開
示
事
項
）

（
銀
行
に
お
け
る
四
半
期
の
開
示
事
項
）

第
六
条

規
則
第
十
九
条
の
五
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
の

第
六
条

［
同
上
］

う
ち
、
流
動
性
に
係
る
経
営
の
健
全
性
の
状
況
に
関
す
る
事
項
（
海
外
営
業
拠
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点
（
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
が
そ
の
保
有
す
る
資
産

等
に
照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る

た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年
金
融
庁
告
示
第
十
九
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
海

外
営
業
拠
点
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
銀
行
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

単
体
安
定
調
達
比
率
に
関
す
る
定
量
的
開
示
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

四

連
結
安
定
調
達
比
率
に
関
す
る
定
量
的
開
示
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

五

採
用
す
る
企
業
会
計
の
基
準
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
対
象
と
な

［
号
を
加
え
る
。
］

る
四
半
期
の
末
日
に
お
け
る
変
更
前
と
変
更
後
と
の
企
業
会
計
の
基
準
に
よ

る
単
体
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
及
び
単
体
安
定
調
達
比
率
の
対
比
及
び
要

因
分
析
（
当
該
単
体
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
及
び
単
体
安
定
調
達
比
率
に

著
し
い
差
異
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

六

採
用
す
る
企
業
会
計
の
基
準
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
対
象
と
な

［
号
を
加
え
る
。
］

る
四
半
期
の
末
日
に
お
け
る
変
更
前
と
変
更
後
と
の
企
業
会
計
の
基
準
に
よ

る
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
及
び
連
結
安
定
調
達
比
率
の
対
比
及
び
要

因
分
析
（
当
該
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
及
び
連
結
安
定
調
達
比
率
に

著
し
い
差
異
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
一
号
及
び
別
紙
様
式
第
三
号
に

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
一
号
及
び
別
紙
様
式
第
四
号
に

よ
り
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
二
号
及
び
別
紙
様
式
第
四

よ
り
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
二
号
及
び
別
紙
様
式
第
五

号
に
よ
り
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
一
号
及
び
別
紙
様
式

号
に
よ
り
、
そ
の
日
次
平
均
の
値
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
作
成
す
る
も
の
と
す
る

第
五
号
に
よ
り
、
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
二
号
及
び
別
紙

。

様
式
第
六
号
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
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て
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
日
次
平
均

の
値
に
つ
い
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

銀
行
持
株
会
社
に
お
け
る
開
示

［
章
名
を
付
す
る
。
］

（
銀
行
持
株
会
社
に
お
け
る
連
結
会
計
年
度
の
開
示
事
項
）

（
銀
行
持
株
会
社
に
お
け
る
連
結
会
計
年
度
の
開
示
事
項
）

第
七
条

規
則
第
三
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
第
四
号
ニ
に
規
定
す
る
経
営
の
健

第
七
条

規
則
第
三
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
第
四
号
ニ
に
規
定
す
る
経
営
の
健

全
性
の
状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
銀
行
持
株

全
性
の
状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
銀
行
持
株

会
社
が
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た

会
社
が
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た

め
の
基
準
と
し
て
定
め
る
流
動
性
に
係
る
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
に

め
の
基
準
と
し
て
定
め
る
流
動
性
に
係
る
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
に

係
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

係
る
事
項
は
、
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
に
関
す
る
定
性
的
開
示
事
項
及

び
連
結
流
動
性
リ
ス
ク
管
理
に
係
る
開
示
事
項
と
す
る
。

一

連
結
流
動
性
リ
ス
ク
管
理
に
係
る
開
示
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

二

連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
（
持
株
流
動
性
比
率
告
示
第
二
条
に
規
定

［
号
を
加
え
る
。
］

す
る
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
を
い
う
。
第
三
項
、
次
条
第
一
項
及
び

第
九
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
定
性
的
開
示
事
項

三

連
結
安
定
調
達
比
率
（
持
株
流
動
性
比
率
告
示
第
七
十
三
条
に
規
定
す
る

［
号
を
加
え
る
。
］

連
結
安
定
調
達
比
率
を
い
う
。
第
四
項
、
次
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
定
性
的
開
示
事
項

［
項
を
削
る
。
］

２

前
項
の
「
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
に
関
す
る
定
性
的
開
示
事
項
」
と

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
は
、
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二

十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
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等
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
定
め
る
流
動
性
に
係
る

健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
で
あ
っ
て
、
銀
行
の
経
営
の
健
全
性
の
判
断

の
た
め
に
参
考
と
な
る
べ
き
も
の
第
二
条
に
定
め
る
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ

比
率
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
状
況
に
照
ら
し
、
重
要
性

が
乏
し
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

時
系
列
に
お
け
る
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
の
変
動
に
関
す
る
事
項

二

連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
の
水
準
の
評
価
に
関
す
る
事
項

三

算
入
可
能
適
格
流
動
資
産
の
合
計
額
の
内
容
に
関
す
る
事
項

四

そ
の
他
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
に
関
す
る
事
項

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、
第

３

第
一
項
の
「
連
結
流
動
性
リ
ス
ク
管
理
に
係
る
開
示
事
項
」
と
は
、
次
に
掲

二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
銀
行
持
株
会
社
の
流
動
性
に

げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

係
る
リ
ス
ク
管
理
の
状
況
に
照
ら
し
、
重
要
性
が
乏
し
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
銀
行
持
株
会
社
の
流
動
性
に
係
る
リ
ス
ク
管
理
の
状
況
に
照
ら
し
、
重
要

に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

性
が
乏
し
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

３

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、

［
項
を
加
え
る
。
］

第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ

比
率
の
状
況
に
照
ら
し
、
重
要
性
が
乏
し
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

一

時
系
列
に
お
け
る
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
の
変
動
に
関
す
る
事
項

二

連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
の
水
準
の
評
価
に
関
す
る
事
項

三

算
入
可
能
適
格
流
動
資
産
の
合
計
額
の
内
容
に
関
す
る
事
項

四

そ
の
他
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
に
関
す
る
事
項

４

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、

［
項
を
加
え
る
。
］
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第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
連
結
安
定
調
達
比
率
の
状
況
に
照
ら
し

、
重
要
性
が
乏
し
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

時
系
列
に
お
け
る
連
結
安
定
調
達
比
率
の
変
動
に
関
す
る
事
項

二

流
動
性
比
率
告
示
第
百
一
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、

そ
の
旨

三

そ
の
他
連
結
安
定
調
達
比
率
に
関
す
る
事
項

（
銀
行
持
株
会
社
に
お
け
る
中
間
連
結
会
計
年
度
の
開
示
事
項
）

（
銀
行
持
株
会
社
に
お
け
る
中
間
連
結
会
計
年
度
の
開
示
事
項
）

第
八
条

規
則
第
三
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
第
四
号
ニ
に
規
定
す
る
経
営
の
健

第
八
条

規
則
第
三
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
第
四
号
ニ
に
規
定
す
る
経
営
の
健

全
性
の
状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
銀
行
持
株

全
性
の
状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
銀
行
持
株

会
社
が
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た

会
社
が
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た

め
の
基
準
と
し
て
定
め
る
流
動
性
に
係
る
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
に

め
の
基
準
と
し
て
定
め
る
流
動
性
に
係
る
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
に

係
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

係
る
事
項
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
に
関

す
る
定
性
的
開
示
事
項
と
す
る
。

一

連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
に
関
す
る
定
性
的
開
示
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

二

連
結
安
定
調
達
比
率
に
関
す
る
定
性
的
開
示
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

２

前
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
同
条
第
四

［
項
を
加
え
る
。
］

項
の
規
定
は
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
銀
行
持
株
会
社
に
お
け
る
四
半
期
の
開
示
事
項
）

（
銀
行
持
株
会
社
に
お
け
る
四
半
期
の
開
示
事
項
）

第
九
条

規
則
第
三
十
四
条
の
二
十
七
の
二
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
別
に
定

第
九
条

規
則
第
三
十
四
条
の
二
十
七
の
二
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
別
に
定

め
る
事
項
の
う
ち
、
流
動
性
に
係
る
経
営
の
健
全
性
の
状
況
に
関
す
る
事
項
（

め
る
事
項
の
う
ち
、
流
動
性
に
係
る
経
営
の
健
全
性
の
状
況
に
関
す
る
事
項
（

海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
銀
行
を
子
会
社
（
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第

海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
銀
行
を
子
会
社
（
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
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五
十
九
号
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
）
と
す
る
銀
行
持

五
十
九
号
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
）
と
す
る
銀
行
持

株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
同
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
子
会

株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
同
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
子
会

社
等
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る

社
等
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比

。

率
に
関
す
る
定
量
的
開
示
事
項
と
し
、
そ
の
日
次
平
均
の
値
に
つ
い
て
、
別
紙

様
式
第
三
号
及
び
別
紙
様
式
第
五
号
に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

一

連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
に
関
す
る
定
量
的
開
示
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

二

連
結
安
定
調
達
比
率
に
関
す
る
定
量
的
開
示
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

三

採
用
す
る
企
業
会
計
の
基
準
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
対
象
と
な

［
号
を
加
え
る
。
］

る
四
半
期
の
末
日
に
お
け
る
変
更
前
と
変
更
後
と
の
企
業
会
計
の
基
準
に
よ

る
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
及
び
連
結
安
定
調
達
比
率
の
対
比
及
び
要

因
分
析
（
当
該
連
結
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
及
び
連
結
安
定
調
達
比
率
に

著
し
い
差
異
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
二
号
及
び
別
紙
様
式
第
四
号
に

［
項
を
加
え
る
。
］

よ
り
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
二
号
及
び
別
紙
様
式
第
六

号
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項

第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
日
次
平
均
の
値
に
つ
い
て
作
成
す

る
も
の
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


